
広 報 さ い 平成 年 月号

月 日（日）、青森県総合運動公園陸上競技場で、第 回青森県障害者スポーツ大会が開催さ
れます。
大会参加資格者は、青森県内に住所を有する方、または、青森県内の施設、学校等に入所、通
所並びに通学する方のうち、平成 年 月 日現在 歳以上で、身体障害者手帳の所持者・児、
療育手帳を所持する知的障害者・児と精神障害者保健福祉手帳を所持する方です。
競技種目は競争（ 、 、 、 、 、 、スラローム）、跳躍（走高跳、
立幅跳、走幅跳）、投てき（砲丸投、ソフトボール投、ジャベリックスロー、ビーンバック投）が
あります。
出場種目は、 人 種目です。競技方法は予選を行わず 回の決勝です。
希望される方は、 月 日（火）までに下記担当までお問合わせください。また、応援を希望さ
れる方がある場合も同様にお願いします。

【お問合せ】青森県障害者スポーツ大会実行委員会
福祉・健康づくり部門 担当 葛野

諸事情により、納期ごとの納付が困難な方は、分割による納付も可能です。
お気軽に住民福祉課 税務・国保部門までご相談ください。

老齢基礎年金は、保険料を納めた期間などの受給資格期間が 年以上ある人が 歳から受けら
れる年金です。 歳から 歳になるまでの 年間保険料を納めた人は、年間で満額（ 円）
の老齢基礎年金を受けることができます。

希望すれば、 歳から 歳になるまでの間に減額された繰上げ支給の年金を受けることができ
ます。請求したときの月単位の年齢によって減額率が決まります。

むつ年金事務所の職員が年金相談や納付相談に対応しますので、ご自分の年金について確認し
たいことや相談したいことがある方は、年金手帳などを持参のうえ、この機会をぜひご利用くだ
さい。

開設日 月 日（火）
場 所 アルサス しおさいホール
時 間 午後 時から午後 時まで

【お問合せ】むつ年金事務所（国民年金課）
住民・環境部門 担当 石戸

一度決めた減額率は一生変更できません。
繰上げ支給を受けた後は障害基礎年金を受けられません。
国民年金の任意加入者は繰上げ支給を請求できません。
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